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保護者のみなさま 

牟岐中学校長  久保善信 

 

警報発表時の対応について(お知らせ) 
 

　「牟岐町」または「牟岐町を含む地域」に警報発表、またはその後解除された場合に次のよ
うに対応をしていただきたく思いますので、ご協力くださいますようお願いいたします。 
 

１．暴風・大雨・洪水警報の場合 

午前７時 の時点で暴風警報、大雨警報、洪水警報のいずれかが発表されている場合

自宅待機（町内放送とすぐーるで連絡）

　　　　　　　　     　　 

午前１０時 に警報が継続中の場合 午前１０時までに解除された場合

 ・原則として登校する。(学校からの連絡

臨時休業 　を受け、指定時間までに登校) 
 ・危険が予想される場合は、学校へ連絡
・町内放送とすぐーるで連絡。 　をし、自宅で待機を続ける。 

・学校からの翌日の予定の連絡を待つ。 ・町内放送とすぐーるで連絡。

 

登校後に　暴風警報、大雨警報、洪水警報のいずれかが発表された場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 

  ◎原則として下校する。 

   ・状況により保護者の迎えを依頼する場合があります。 
   ・学校にいる方が安全な場合は、学校で待機させます。 

   ・状況に応じて、町内放送とすぐーるで連絡。 

  ・警報発表時にすぐ下校するのではなく、天候の状況や生徒の安全を考慮し、
　　保小中で相談の上、下校時刻を判断いたします。ただし、自宅付近が危険と
　　判断された場合は警報発表の有無に関わらず学校に連絡いただき、早めに迎
　　えに来る等の対応をお願いいたします。

 

登校・下校途中に　暴風警報、大雨警報、洪水警報のいずれかが発表された場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

  ◎家庭で決めた約束に基づき生徒が判断・行動する。 
   ・自宅に引き返すか登校する。 

   ・状況により近くの家に避難し、電話等で自宅または学校に連絡する。

 

※1)暴風・大雨・洪水警報が発表されていなくても気象条件が悪く、登校に危険が予想される
　　時には、自宅待機とする場合があります。また、保護者が危険と判断し登校を見合わせて自
　　宅待機とする場合は、学校へ連絡をしてください。 

※2)土・日曜日、祝日及び長期休業日の学校活動も上記と同様に対応します。 



２．津波・大津波警報または大雨等の特別警報の場合 

 

登校前または下校後に 津波・大津波警報または特別警報が発表された場合

 

 ◎避難勧告・避難指示等の情報に注意して、各家庭で避難するなど、安全確保をする。

 

登校後に 津波・大津波警報または特別警報が発表された場合

 

 ◎避難場所へ避難または校舎内待機 

  ・避難場所は、状況に応じて、校舎裏の高台または校舎３階とする。 

  ※津波・大津波警報または特別警報のいずれかが発表されている場合、保護者へ 

    の生徒引き渡しは原則行いません。 

　　迎えの保護者の方も一緒に避難していただきます。警報が解除されたら、迎え 

    の保護者に引き渡しを行います。

 

登校・下校途中に 津波・大津波警報または特別警報が発表された場合

 

 

 ◎家庭で決めた約束に基づき生徒が判断・行動する。 

  ・近くの避難所に避難する。 

  ・海岸や川には近づかない。 

　・防災無線で連絡される避難の内容をよく聞く。

 

　☆　津波注意報の場合は、注意を喚起して通常の登下校としますが、状況によってはすぐーる
　　　などで連絡します。 

 

　☆　想定を越える状況が発生することや、場合によってはマニュアルどおりには対応できない
　　　ことも考えられます。状況に応じて生徒の安全確保を第一に考えた対応に全力を尽くした
　　　いと考えています。 

　　　また、今後よりよい対応方法が見つかりましたら、その都度、ご連絡させていただきます
　　　ので、ご了承ください。 

 

　☆　避難場所や家族の集合場所等について、ご家庭でも話し合う機会をもっていただきますよ
　　　うお願いいたします 

 

 

３．新しい防災気象情報の運用について 

         　　　                                             
　気象庁では、令和８年５月下旬から予定している新しい防災気象情報の運用開始に向けて準備
を進めています。発表される気象の警報などが、これまでとは大きく変わります。それにともな
い、牟岐中学校の「警報発表時の対応について」も見直し、改めてお知らせさせていただきます。
なお、新しい防災気象情報の詳細については、気象庁のホームページをご覧ください。


